
議会規則第１号 

 

長岡京市議会会議規則の一部改正について 

 

 地方自治法第１１２条及び長岡京市議会会議規則第１４条の規定により、み

だしの議案を別紙のように提出する。 
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（提案理由） 

一般質問における質問方式の選択制を本格的に導入するにあたり、規則の

一部を改正する必要があるので提案する。 



 

長岡京市議会会議規則の一部を改正する規則（案） 

長岡京市議会会議規則（昭和４８年長岡京市議会規則第１号）の一部を次のように改正

する。 

改正後 改正前 

（一般質問） （一般質問） 

第６２条 【略】 第６２条 【略】 

２ 質問者は、議長の定めた期間内に、議

長に質問方式及び質問の要旨を文書で通

告しなければならない。 

２ 質問者は、議長の定めた期間内に、議

長にその要旨を文書で通告しなければな

らない。 

３ 前項の質問方式は、一括質問一括答弁

方式又は一問一答方式の選択制とする。 

【加える】 

（準用規定） （準用規定） 

第６４条 質問については、第５６条及び

第６０条の規定を準用する。ただし、第

６２条第３項の規定により一問一答方式

を選択した場合は、第５６条の規定は、

準用しない。 

第６４条 質問については、第５６条及び

第６０条の規定を準用する。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


